
- 1 - 
 

第１７回福岡県子ども・子育て会議／令和５年度第１回ふくおか出会い・子育て応援協議会  
 

１ 日時  令和５年１１月８日（水） １５：００～ 

２ 場所  福岡県中小企業振興センタービル ４階 ４０１会議室 

３ 出席者   

【福岡県子ども・子育て会議】 

 

【ふくおか出会い・子育て応援協議会】 

■出席者 １１名 Ｗｅｂ出席３名（ほか代理出席１名） 

飯島典子委員（福岡県市長会） 德永秀昭委員（福岡県社会福祉協議会） 

河津由紀子委員（西日本新聞社） 中原清美委員（福岡県民生委員児童委員協議会） 

佐保眞寿美委員（福岡県保育協会保育士会） 中村多嘉子委員（福岡県子ども会育成連合会） 

杉原敏子委員（福岡県青少年育成県民会議） 藤田桂三委員（日本労働組合総連合会福岡県連合会） 

田中敏明会長（福岡教育大学） 安河内恵子委員（九州工業大学） 

時永裕子委員（福岡県男女共同参画推進連絡会議）   

■Ｗｅｂ出席者  

石山さゆり委員（福岡県看護協会） 松野市子委員（福岡労働局） 

田中眞紀委員（福岡県医師会）  

 

  

■出席者 ９名 Ｗｅｂ出席１名（ほか代理出席１名） 

今宮瑞恵委員（福岡県私立幼稚園振興協会） 佐保眞寿美委員（福岡県保育協会保育士会） 

大谷清美委員（特定非営利活動法人チャイルドケアセンター） 菱谷信子会長（精華女子短期大学） 

岡村斉委員（福岡県保育協会） 村上卓哉委員（福岡県市長会） 

柏熊志薫委員（福岡県弁護士会） 吉岡美保委員（福岡県学童保育連絡協議会） 

古森直子委員（幼保連携型認定子ども園宮若さくら子ども園）   

■Ｗｅｂ出席者  

森島孝委員（特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン九州）  
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３ 議事 

（１）第２期「ふくおか子ども・子育て応援総合プラン」の令和４年度実施状況に

ついて 

・事務局説明 

・質疑応答 

 

【委員】 

資料 1 の事業ナンバー25、男性家事育児への参画促進ということで、令和 4 年度

に産後パパ育休制度の事業の移行などについての調査を実施したということでした。

その調査の結果で何か特徴的なものがありましたらご紹介いただけますか。 

【事務局】 

 こちらの担当課が、こども未来課・男女共同参画推進課となっていまして、本日

は男女共同参画推進課が参加していません。今、男性の家事、育児、時間等の調査

については、男女共同参画推進課で担当しており詳細な状況はご報告できませんが、

今年度、私どもの方で来年度からのこども計画の策定に向けた調査を実施すること

としています。その中で、男性の育児休業制度等を導入する企業の実施数や男性の

家事、育児参加に関する意識調査を実施することとしていますので、そちらの方で

しっかり、こちらの方の取組みにつきましては調査をしていきたいと考えています。

大変お答えになっておりませんが、申し訳ありません。 

【委員】 

ありがとうございます。また、担当課の方にお尋ねしたいと思います。私どもの

労働局雇用環境均等部で、産後パパ育休制度をはじめとして、法の施行業務を行っ

ています。男性からの産後パパ育休制度に関する問い合わせも増えてきていまして、

取得ができないような場合には、事業主の方に法律の説明をしたり、また、トラブ

ルが起きたような場合には、援助制度などを紹介しています。今回また、調査を実

施されるということですので、もしその調査のときには、制度の周知も兼ねて労働

者等にも周知いただければと願っています。 

【委員】 

別紙2の 18のところに、放課後児童クラブの拡大があります。今、放課後児童ク

ラブを利用する 1 年生から 6 年生までのこどもたちの利用はどんどん増えています。

その中で、実施主体である市町村が一生懸命増築をしたり、新築をしながら、こど

もたちの居場所の確保をしていますが、やはり14番に保育所の待機児童があるよう

に、放課後児童クラブの分野でもまだ待機児童がいる現状や、実施主体である市町

村の財政問題の中で、なかなか分割できない状態があります。こどもたちが70人も

80 人も、どうかしたら 100 人を超えるこどもたちが、狭い空間の中で放課後を過ご

しているという状況も理解していただきながら、そういう進捗状況も見ていただき、

県の方からも支援していただけるような方向性もぜひ見ていただければと思います。

よろしくお願いします。 

【事務局】 

ご指摘ありがとうございます。放課後児童クラブの待機児童数につきましては、

毎年 100 人以上の単位で発生しているところです。今、国の方では、待機児童を解

消するために施設整備を行う市町村については、補助率を他よりも上げて助成をし
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ているところで、そういった国の制度も活用しながら、できるだけ待機児童を抱え

ている市町村においては、放課後児童クラブの実施箇所数の増というのを働きかけ

ていっているところです。今後も同様な働きかけを行いまして、待機児童の解消に

努めていきます。 

【委員】 

以前は、待機児童というともっぱら保育所でしたが、今それが放課後児童クラブ

の方に行きまして、非常に大きな問題だと思います。 

特に先ほどの県の方からのお話で、3 ページの目標を達成したものと基準値を下

回っているものを中心にお話をいただきましたが、この評価というのは、実はとて

も難しいと思います。例えば延長保育の拡大だったら、1,210 箇所目標としたけど、

1,008箇所だったとか。あるいは小学校と幼稚園等の連携においても、目標は80%の

実施してほしかったけど、62.9%だとか。ついつい数字で比較して、目標が達成で

きた、できなかったとなりがちですが、本当に大切なのは、今の 2 つの例でいうと、

延長保育については、本当に必要としている人を満たすだけの延長保育が行われた

のかというところ。それから、幼保小連携については、研修会を実施したところで

終わっていますが、どんな研修をしたのかというところが実は問われます。本来こ

ういう研修をして、この 2 つの接続がスムーズにいくようにということが一番大事

ですが、ここではしたかしないかで終わっている。ぜひその辺で、例えば延長保育

の拡大の必要性というのは、今現状どうなのか。県の方からでもいいし、保育所連

盟とか、保育協議会とか関係の現場の方がいらっしゃいますので、どちらでも結構

ですが、その辺は今、需要はどんな状況なのというお話をいただけますか。 

【委員】 

延長保育の拡大ですが、これはおそらくコロナの影響がかなり出ているのではな

いかと思います。今言われたように、本当に必要にしているのかどうなのかという

部分が、ここでは見えてこない。利用者はフルタイムで働かれている方がほとんど

なので、延長保育というのは、県内全部を調査したわけではありませんが、そんな

に減ったというイメージはないです。ただ、やはりコロナ禍の中でかなり減ってい

るということは考えられます。延長保育は、これは令和 5 年度に関しては、だんだ

ん元に戻りつつあると思っていますので、基準値を下回るということはなくなって

くるのではないかと考えます。 

【委員】 

というのが、保育所の保育時間が以前は標準 8 時間でしたが、今は長時間、11 時

間型と8時間型、つまり11時間までは延長じゃなくて保育を受けられるという現状

があります。そういう中でも、それを超えてある程度保育所で保育をしてほしいと

いう需要は、やはり多いですか。 

【委員】 

11 時間を超えての需要は多いと思います。ただ保育界の方も、もう皆様方ご存知

のように、人材不足が非常に厳しい状況になっています。定員枠はあるものの、保

育士がいないので定員まで入れられないというような状況の保育園も実際にあるん

ですよね。今、子どもの数も減っています。うちの地域でももう 2 園が休園という

状況に追い込まれている。北九州も60%から70%ぐらいが定員を満たしていないよう

な状況にもある。そういうことも加味しながら、この延長保育の拡大というのは少
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し減っているような気もします。基本が、言われる通り 8 時間だったんですよね。

でもそれがいつの間にか 11 時間になって、それが今基本みたいに言われています

が、そうではなくて、やはり8時間が基本で、いつ11時間になったのか分かりませ

んが、保護者の仕事のことを考えれば、当然11時間以上でも延長保育というのは、

我々はやっていかなければならないと思いますし、これからも必要だろう。ただ、

それに対して、今、人材がかなり不足しています。子育て支援員も今、朝と帰りは

使っていいよということになっていますが、それを利用しながらも、ギリギリの状

態でやっている保育園がほとんどじゃないかと思います。 

それと、あともう一つは、ここで言っていいのかどうかは分かりませんが、発達

障がいグレーゾーンのお子さんがすごく多い。その対応で、保育士の人材が不足す

る。なかなかそれを認めてもらえないグレーゾーンのこどもさんたちも沢山います

ので、その辺も今後は課題になってくると思います。 

【委員】 

今日参加の委員の皆さんには、今の保育界の現状の一端を（知っていただきた

い。）今のお話からも、子育て支援において保育というのは非常に大きな役割を果

たすと思いますが、なかなか十分に果たしたいけど果たせない状況。今いくつか内

訳をおっしゃっていただきましたが、保育士確保と、一番根本は保育士を目指す若

い人をどう増やすかというのが、今のところ県の事業にはないような気がします。

おそらく保育界にも…。 

【委員】 

県の事業はあります、一応保育協会の中に福岡県保育士・保育所支援センターが

設置をされています。ただ提案ですが、なかなかその一般の人たちに広がっていか

ない。SNS で検索すると保育園の需要があって出てきますが、福岡県等のワードで

検索しても一番下の方にしか出てこない。今若い子たちは SNS ですぐ検索したりし

ますので、県が今実施していただいている就職支援が上の方に上がってくれば。そ

れは何とかなりませんか。 

【事務局】 

確かに若い方はそういう形で検索をされていますので、目につくような形になれ

ば効果が違うのかなということは、課内でも話はしているところです。またご意見

いただきまして、検討させていただきたいと思います。 

【委員】 

上の方に表示されるのはアクセス数というのがかなり関係ありますので、逆に言

うと、県のこういうお知らせは、あんまりアクセスされていないということにもな

りますが、いろいろ作戦を立てればですね。例えば、養成校にお願いして学生さん

にはとりあえず見てくださいとか。やればもう、すぐ何百件と増えて上に行く。だ

からその辺の工夫も今後必要になるかもしれません。 

【委員】 

2 ページ目の 2 の少子化の現状というところで、婚姻件数もそんなに減っていな

いし、出生率もそんなに減っていない。もちろん多くはないですが、減っていない

という現状です。3 番の進捗も順調に進捗しているものが結構多いかと思います。

ですが、なかなか出生率はちょっとジリ貧状態というか、そこが解消できないとい

うことですが、この 2 の指標のその１の出生率ですけれども、生活圏によってだい
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ぶ違うと思いますので、その辺りちょっと教えていただきたい。 

それから、やはり福岡都市圏と北九州都市圏でどういう対応をするかということ

が、この出生率の上昇に非常に大きく関わってくると思います。人口が多い福岡市

と北九州市という大都市もありますので、そことどういう連携をしているかについ

て教えていただければと思います。 

【事務局】 

御指摘ありがとうございます。当然地域によって、出生率や合計特殊出生率も含

めて、それぞれ特徴や数字の違いがあります。今ちょっとこの場で地域ごとの傾向

等をご説明する資料を持ち合わせていないので、詳細な説明はできないですが、今

市町村ごとの少子化の状況をデータ分析しており、数字の傾向とそれに至るまでの

原因も含めて、いろいろとデータを集めて分析を進めているところです。これは一

般的な傾向ではありますが、若者が多いところほど出生率、合計特殊出生率は低い

傾向にあります。つまり、全国で見ると東京の合計特殊出生率は非常に低い。なぜ

かというと分母が増えるので、分母が少ない方が率は上がりますよね。なので、若

者が多い地域の方が実は合計特殊出生率が低いという全体的な傾向があります。あ

と、それだけでは片付けられない傾向もいろいろ見受けられるので、様々なデータ

を含めて地域ごとの課題というものを今整理しているところですので、それを踏ま

えた対策を取っていければと思います。 

それから、やはり市町村がどうその地域の少子化に取り組んでいくかということ

が非常に大事になってきます。県だけが音頭を取ってもどうにもなりませんし、ま

た県内の少ない人口を市町村で取り合っても意味がない。新たに生んでいただかな

いといけないということなので、市町村も巻き込んだ形で、何らかの少子化対策を

連携しながらやっていくことも模索しているところです。県といたしましては、市

町村としっかり連携をとって有効な対策を今後検討していきたいと考えています。 

【委員】 

県のこの事業もいくつか基本目標があると思います。もちろんこどもが幸せに暮

らしていけるという目標、さらに子育てしやすい環境をつくるという目標が大きい

ですが、今の現状から言うと、最大目標はいかに出生率を上げるかってもう言えな

いですよね。食い止めるか、できたら少しでも出生率が上がる方向に。これが最大

の難しい目標じゃないかと思うので、本当はこの会議も一度時間をとって、結局ど

こをどうすれば少しでも上がるかとか、そういう話がどんどん出せる会議も必要じ

ゃないかと思ったりします。ぜひそれぞれの専門のお立場から、出生率を上げるた

めにこんな事業も必要じゃないかとか、ご提案をいただけたらと思います。 

【委員】 

別紙2の 19番、福岡子育てマイスターの件です。取り組みについては私も承知し

ていますが、マイスターの皆さんがどんどん増えていると報告があっています。今

地域の方で様々な活動、ボランティア活動をされている方がたくさんいらっしゃい

ますので、いろいろな団体、例えばファミリーサポートセンターや児童クラブ、保

育園、幼稚園、そして NPO の様々な活動のところにも、マイスターの皆さんが活動

できる場をぜひ接続していただきたいと思います。 

それから、資料 1 の 238 番、未来こどもチャレンジ応援プロジェクトのページで

す。こちらのアンビシャス運動は県民運動として本当に長く活動されており、地域
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にもたくさんの方がアンビシャス運動をされていた記憶があります。現在参加団体

が1992団体とありますが、この事業が4年度で終了ということになります。こうい

う地域の皆さんが青少年の育成のために、家庭や地域や企業さんと連携しながらこ

どもたちを守ってきたという活動があります。今、全国でも子ども食堂が地域の居

場所の一環としてどんどん広がっています。福岡県内でも 300 を超えて子ども食堂

が開催されていますが、こういう地域の居場所との連携や団体の皆さんと様々な団

体が連携できるような仕組みや接続のところも、ぜひご検討いただくと、長年アン

ビシャス運動されてきた地域の方たちの、活躍の場が増えていくのではないかと思

います。この 2 点について、お願いも含めて発言させていただきました。 

【事務局】 

マイスターの活動の関係でお答えしたいと思いますが、今言っていただきました

ように、子育てマイスターの養成をしています。その養成された方については、

色々なところで活動をしていただいています。県としましては、マイスターの認定

を受けられた方に活動の場を提供したいと考えており、現在、福岡県生涯現役チャ

レンジセンターというものがあります。そこに、福岡子育てマイスターのコーナー

を設置し、これはシルバー人材センターの方に委託をしてやっていただいています

が、マイスターの方に対しての活動を支援する方と、マイスターと保育所や放課後

児童クラブ等の活動場所とマッチングをしていただく方、全部で 3 名の方をセンタ

ーに配置し、マイスターの方の活動の場のマッチングを支援させていただいていま

す。引き続き、より多くの方がマッチングして活動していただけるようにしたいと

思います。 

【委員】 

もう一つ要望的には、そういう関係団体の連携がもうちょっと促進されると、よ

り効果が高まるのではないかというご要望もありましたので、その辺もぜひ今後、

それぞれいろんなところがいろんなことをやっていますが、連携がとても大事だと

思うので、そちらの方向もお考えいただけたらと思います。まだそれぞれ関係団体

の方から、特に自分の団体に関係する事業については、いろいろとおっしゃりたい

こともあると思いますが、その辺りはぜひ直接県の方にご要望なり何なりを、今後

出していただきたいと思います。 
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（２）第２期「ふくおか子ども・子育て応援総合プラン」（福岡県子ども・子育て

支援事業支援計画）の中間見直し（案）について 

・事務局説明 

・質疑応答 

 

 

【委員】 

当初見込みよりも実績がずっと減ってくるし、今後も減少する見通しでした。お

そらくこれは出生者数や 1 号 2 号 3 号認定が今後どうなっていくかとか、その辺を

分析された上でこういう見通しを出されたと思います。ちょっと気になるのが、こ

の見通しよりも実績がこの数年間少なかった。これはコロナの影響も多少あると思

いますが、今後それがなくなっていったとしてもやっぱりこのオレンジの線に沿っ

た形になるだろうということなのか、おそらくそうだろうと思いますが。 

それともう 1 つ、今国の方で保育所は希望したら誰でも入れるという方向性を出

そうとしていますが、それでもって入る人はそれほどではないかと思いますが、そ

の辺の見通しも含めてこの数字ということですか。 

【事務局】 

今、後から言われました、誰でも通園制度を今国の方が考えていますが、その数

字を見込んでいる提供体制かということですが、現時点でまだ国の方の制度もしっ

かり決まってない状態ですし、これは 2 年 3 年の実績をベースに今出していますの

で、その部分についてはこれには見込まれていません。今後国の方が出して、すご

く大きな数字が動いていくような見通しになれば、そこはまた見直しが必要になる

かと思います。それと、1 点目に言われましたコロナの影響等の関係で数字が下が

っているかどうかですが、全体的に先ほど言われましたように、少子化でこどもの

数が減るスピードが最初に見込んだときよりも加速しており、そういった影響があ

りまして全体的にトータルで見れば、最初の見込みよりも少し下がってきていると

いうことだと分析しています。 

【委員】 

少子化が今後も残念ながら進んでいくだろうということでこのように変更すると

いうことは、それはそれでまた柔軟に必要が生じたらしていくのかなと思います。

先ほどちょっと申し上げましたように、生活圏によってだいぶ状況が違っているの

で、現状でも待機児童が福岡都市圏で一番出ているのではないか。数は以前に比べ

ればすごく減りましたが、それでもまだ待機児童がゼロではなないので、やはり計

画はもちろんこれで結構ですが、現実の状況に合わせて、その辺りをきっちりフォ

ローしてご対応いただく必要があると思いますので、その点はどうかよろしくお願

いします。 

【事務局】 

今おっしゃられたように、県の計画では全体としてはこういう形になっています

が、市町村ごとに見ますと、やはりまだ伸びていると計画をされているところもあ

るので、そういったところについては、そのニーズに対応できるための今言われま

したように福岡都市圏とかではまだ整備をしているところもあるので、そういった
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ところにはしっかり対応していきたいと考えています。 

 

 

（３）国のこども大綱を踏まえた県の取組について 

・事務局説明 

・質疑応答 

 

【委員】 

このこども基本法と、こども家庭庁が進めているこどもまんなか社会については、

弊社のこども記者というのが、今度こどもの権利とか一緒に勉強して、意見発表し

ていこうと今進めているところです。こども基本法ができたり、こどもの権利を知

っていただくという意味で、県にお願いしたいと思うのは、例えば自治体とかでこ

ども権利条例なんかをつくっている自治体は福岡県内にもありまして、そういうと

こはちゃんと進んでいるんですよね。こどもの権利委員がついたりして、アドボカ

シー、意見表明権を代わりに支えるような役割の人がいたりして、進んでいる自治

体も実は結構あります。そこなんかも参考にしていただきたい。こどもの権利条例

をつくるってなって潰れたところもあるのは、こどもの権利についての理解がかな

り薄いというのがあります。議員さんとか上の層になると思いますが、権利を言う

なら義務を果たせみたいなことをこどもにまで言っちゃうような誤解、こどもの権

利はそうじゃないというのをきちんと広めていかないといけない。そこの理解を広

めていただくのは県の役割かと思います。こども家庭庁が、こどもまんなか社会の

大人向けやこども向けのパンフレットを作っていますが、そこまで周知できるのか

とか、各自治体で法制度を作るときに、いやそういっても母親が頑張らないといけ

ない、みたいな話が出るとかですね。こどもの権利をそもそも分かっていただけな

い状況にならないように。その原因の一つとしては、おそらく議員の世代の問題や

男女の比率の問題など、かなりいろんなものが関わってくると思いますが、法律が

できたので、いや法律ではこうなっていますということができるようになったと思

います。こども基本法の意味合いはそこにかなりあると私は思っているので、そう

いったところもわかりやすく広めていただくよう、お手本の姿勢を県に見せていた

だけたら。よろしくお願いします。 

【事務局】 

我々も先ほど、こども若者子育てに優しい社会づくりのための意識改革をしっか

り取り組んでいかなければならないと申し上げましたが、まさにこどもを権利の主

体として見るという感覚は、なかなか新しい感覚です。もちろんこどもの政策に携

わっていらっしゃる現場の方々は当然お持ちだったと思いますが、これが一般的に

広く浸透しているかというと、現状ほど遠いというのは私どもも考えています。こ

どもが権利の主体であって、それを尊重していくということが、こどもまんなか社

会の基本だということをしっかりと広報できるような手法を考えていきたいと思い

ます。 

【委員】 

今言っていただいたことはすごく重要なことだと思いますので、ぜひよろしくお

願いします。こどもの意見を聞くとなると、ものが言えるとかそれなりに主体的に
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喋れるということになると思います。私は研究してきたのが乳児のところですが、

乳児の意見表明となると、言葉ではなく身振りとか表情から、読み取っていくこと

になりますので、どのように読み取っていくかということがすごく重要になってき

ます。そういうところも勘案して具体的に意見を聞いていく場をどうするかとか、

どういうふうに聞き取っていくかというのは、こどもたちを集めてそこで何か意見

言ったら聞きましたよ、みたいな形はならないように配慮していただきたいと思い

ます。通常こどもたちが生活している中で、こどもたちがどのように考えているか

という意見が聞けるような体制も考えていただけたらと思います。どうぞよろしく

お願いします。 

【事務局】 

ご意見ありがとうございました。私どももそこは非常に課題だと思っています。

先ほどアドボカシーの話が出ましたが、なかなか自分の意見を表明できない年齢層

や、形成しにくい立場にあるこどもの気持ちを代弁するような意見聴取者の活用も

含めて、また、乳幼児のお子さんは児童館や遊びの場の中で、さまざまな工夫を凝

らしながら意見を聞いていく必要があろうかと思います。そういった課題も踏まえ

て、しっかり検討していきます。 

【委員】 

こども誰でも通園制度というのが、今国の方で事前に試行的事業をやっています

が、今度、令和7年4月以降実際に動き出すとなったときにこども誰でも通園制度は

月に何回かですよね。 

週に何回っていうのが、実施するのであればぜひ現場の声をしっかり聞いていた

だきたい。せっかくクラスの中に全く普段保育をしたことのないこどもが来るわけ

ですから、クラスの中に今入れてもいいとなっているじゃないですか。職員がいれ

ば別の部屋でもいいよという制度になっていますので、そういうところを現場の声

をしっかり聞いた上でできるかどうかというところを、福岡県としてしっかり判断

した上で、実施に持っていっていただきたい。それじゃなくても今は、本当にグレ

ーゾーンの子がたくさんいて保育士が疲弊していますので、そこの中に、新しく誰

でも通園制度を利用して来ていいよっていう状況になった時に、しっかり人材も含

めて手当てしていかないとこれから保育士がもたないと思います。その辺をしっか

り判断した上で、実施に持っていっていただければありがたいと思っています。 

【事務局】 

私どもも今国がモデル事業ということでやっていまして、県内では福岡市さんで

３園やっていますが、まだ何が課題になるのかっていうところを調査している段階

です。国のほうでは本格実施を見据えたモデル事業を、来年もやられると聞いてい

ますが、その辺の詳細がまだ私どものほうには伝わってきていませんので、今言わ

れた部分については私どもの課題だと認識していますので、実際の事業実施という

形になれば、その辺につきましては十分ご意見いただきたいと考えていますのでよ

ろしくお願いします。 

【委員】 

認定こども園の現場からの話を少しさせていただきます。今のいわゆる誰でも入

れるというのが回ってきた時は本当に驚きました。市役所にこういう情報が親に行

きましたらそれは喜ぶ親がいるよねということ、あそこにちょっと預かってほしい
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っていうことで押し寄せてきますよねって言ったら、市役所もそれを読んであって、

満杯の園よりも、少し定員割れをしている園のほうへ紹介をする形になるでしょう

というようなことをおっしゃったので、そういう形もあるんですねっていう話を聞

きました。本当に親としてはとても期待する情報が入ってきたときに、私たち現場

としては、早く情報キャッチをしなければいけないので、どのような状態でどのよ

うな形式でそれが成り立っていくのかっていうことを、早く教えていただけたらと

思うときがありました。 

それから子育て支援法などいろんなことを今日は教えていただきました。少子化

が来年再来年襲ってくるだろうという構えはしています。しかし一方では、赤ちゃ

んがもう連続して３日間生まれました。やはり３歳以上の保育料の無償、それから

市町村によっては、二人目から保育料の無償化が始まりましたので、そのような政

策を持っている市町村はこどもが生まれてきている。うちなんかもそういうことで

保護者が三人四人と産もうとしているという状況があります。結婚してもらって一

人目二人目を産んでほしいというのは、日本の政策の中の一つだろうと思いますが、

こどもをもう持っている親が経済的にいっぱいいっぱいと思ったところにそういう

政策が入ってきて、よしもう一人産もうという気持ちになってくれているというの

は、現場としては少し掴んでいるところです。それぞれの市町村に、厚さと薄さが

あります。私は自分の住んでいる場所とは別のところで勤務していますので、そこ

のところの比較がよく見えていて、やはりこういう政策が入ってきたら産むよね、

という気持ちがあります。そこのところの小さな違いを見ていただきながら、何と

か同じような状況で市町村が進んでくれたら、もう少しこどもたちも産まれるので

はないかと思います。 

【委員】 

確かに、保育料あるいは保育士へのいろんな住居手当など、いろいろ市町村格差

が今ありますよね。この辺りのところは、県はどこまで絡めるのですか。市町村の

財政の問題もあろうし、お金がなかったらじゃあ県が出します、というわけにはい

かないと思いますが、その辺は難しいでしょうね。 

【事務局】 

非常に耳が痛い御質問をいただきました。当然県と市町村は同等の権限というか、

決して上下関係にあるわけではなく、同等の立場で地方自治を担うパートナーであ

り、役割分担があると思います。国が一律に行うべきサービスと、県も含めた地方

自治体が工夫をしてそれに取り組む施策と。今回の少子化対策の中でやはり大事な

のは、国が果たすべき役割はしっかり国が果たしてもらいたい。つまり、医療やそ

ういった保育の無償化も含めまして、住んでいる場所において受けられるサービス

に大きな違いがあることが、あまり望ましくないものについては、全国一律でやっ

ていただきたいと要望は常々県からしているところです。踏まえた上で、各地方が

そういう工夫で施策を打っていく。これは地方自治に認められた権限であり、役割

ですからそれをやっていくと。県といたしまして、もちろん市町村でそういうサー

ビスの格差があるということは重々承知していますし、それがいいとも思ってはい

ませんが、先ほど申し上げたように本当に必要なものについては、国が一律でやっ

ていただきたい。それから当然自治体間で、今、特にこども医療なんかは、無償化

を広げていっていて基礎自治体が競争する政策の一つになっています。県としては
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そのある一定の基準までは、県内同一のサービスが必要だと思えば、そこに対する

対策というのは、打っていく必要があるかと思っています。ただそこのレベルをど

こまで県が見るかというのは、当然財源も限りがある中で、非常に難しい判断を迫

られるところではありますが、広域的な役割、調整をするのが県の役割だと思って

いますので、できるだけ必要なサービスのある程度の水準までを広域調整で面倒を

見ていくということは、今後しっかり考えていかないといけないと思っています。 

【委員】 

今の 3 の議題は、近いうち国がこども大綱を出してくるから、県はそれを具体的

に実施していくわけですが、具体的にどう実施するかは実は難しいと思います。と

いうのが、全てに理想と現実があって、先ほどお話しいただきましたが、それは全

てのこどもが保育所も行けるというのが理想ですが、今そうでなくても保育士が足

らない、しかもいろんな大変なこどもも抱えている。保育士って結構今疲れていま

すよね。そういう中で今保育士の早期退職というのがとても問題になっていて、こ

の早期退職の原因は、いろいろありますが、やっぱり仕事のきつさ大変さというの

も原因の一つですよね。だからこどもを受け入れるというのはとても大事なことだ

し、いいことだけど、それをやったらとか、地域によって受け入れてもらえる地域

もあればそうじゃない地域もあるとなったら、これは不平等ということにもなって

きます。 

それからさっきのこどもの意見を聞くにしても、意見をどんどん言う子と言わな

い子がいますが、言わない子の権利はどうなるのとかその辺の問題とか。あとは、

子どもの意見は真剣に聞かなきゃいけませんが、それを反映させるとなるとまた違

った問題が出てきそうですよね。この間この話を私が担当している学生としました

ら、じゃあ僕ピーマン食べたくないと言ったらどうするの、みたいな具体的な話も

ありまして。その辺は本当に子どもにとって良い政策でないと。多くの子どもがピ

ーマン嫌いと言ったから給食からピーマンを除くことにしました、これはまずい。

もちろん調理の仕方とかは工夫しなきゃいけないけど、どこまで取り入れるかそこ

をどうするのとか具体的に進めるとなると、これからまたいろんな現実的な問題も

出てきそうな気がするので、ぜひ委員の方々のそういう知恵をこれからいっぱい出

していただくことになるかと思います。どうぞよろしくお願いします。 

【委員】 

働く者、労働者という立場で、この会議に参加をさせていただいています。まず、

様々なこども子育て支援策、関係機関の連携で奮闘されています、県の皆さんに敬

意を表したいと思います。それで先ほどいみじくも言われましたが、結局県市町村

という地方自治体レベルで、できることとやっぱり国が本気でやらないと変わって

いかないところ、そこの線引きが非常に難しいと考えています。一つの例でいきま

すと、子育てしやすい市ということでは、兵庫の明石市がものすごく有名になって、

そこは人口も増えて出生率も上がっていますが、言い方は悪いですが対処療法なん

ですよね。福岡県あるいは市町村も知恵と工夫を凝らして、一生懸命事業をやると

いうのは必要なことですが。この会議の意義がないということでは決してありませ

んので誤解のないように。 

まず福岡県も知事会や市町村会を通じて、今日本の一番大きな課題は、人口減少

少子社会をいかに食い止めていくのかというのが、これはもう日本の未来の根幹に
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関わることですから、色々な要望をされています。そういったところをしっかり 47

都道府県、それから全国の市町会、町村会で国が最低やるべき施策っていうのを、

もっと強く要望していっていただきたいというのが１点です。客観的な言い方はあ

えてします。 

それで働く者の立場から言いますと、非常に気になっていますのが、今日この厚

いプランを配っていただいています。2020 年に作成時の基礎となった県民意識調査、

この冊子でいきますと 24 ページからのところで、結婚する、あるいはお子さんを産

む、産まないっていうのは、これにもやっぱりジェンダー平等、多様性っていうの

が基本の社会ですから、それはもうご本人がご判断されることで強制されるべきも

のではないと思います。ただ働く現場でやっぱり今一番大きいのは、結婚したくて

もできない。それはもう経済的な見通し、あるいは家庭・家族の状況、これは介護

の状況とかも含めてですね。ここがないと出生と結局子育てにつながっていかない。

この 24 ページ以降の表にある、2018 年度以降の県民意識調査がどう変わっているの

かっていうのが非常に気になっていますが、いろいろな項目の説明を見ていただく

とやっぱり職場環境の問題と経済的な理由っていうのが一番大きい。結婚する、し

ない、あるいは子供を産む、産まないという決断。あるいは 1 人目産んだけれども 2

人目以降産む、産まないという決断は、やはりほとんどが経済的な問題と職場環境

の問題になっています。 

ここで具体的に福岡県にお願いし、国に挙げていただきたいのは、一つはやはり

経済的な問題でいくと私たちも今一生懸命、賃上げということも含めて取り組んで

いますがそういう状況をやっぱり国が施策としてもっと打ち出していくこと。私た

ちが若い頃は、働けば何とか賃金稼げて将来何とかなるよねという、漠然とした夢

と希望を持てる状況がありましたが、今そういう状況にない。ここをいかに変えて

いくのか、国が施策として打ち出すことです。福岡県で働く人たちの8割以上の方々

は大企業ではない中堅、地場、中小、小規模事業所というところで働いています。

ここは本当に会社のリーダーシップ、社長さんの考え 1 つで子育てしやすい環境な

のか、仕事と家庭が両立できる環境なのかものすごい差がある。ここをやっぱり県

が施策としてどう地場、中小の支援を打っていくのか、それから賃上げの面に関し

ても、いかに県として打てるか。それから今日、労働局がお見えですけれども、国

として支援できることをやっていくのかということ。日本のこの10年後20年後を考

えると、やっぱりここが今一番肝だと思っています。それぞれ今日の御議論いただ

いた施策、現場からの状況報告も聞きながら、改めて勉強になりましたし、こうや

って関係機関で連携をしながら、福岡県として市町村として関係機関としてできる

ことは、今後も全力でやっていきたいと思います。 

そういう意味においては最後になりますけど、このメンバーの中に労働政策課が

入っているのは、まさに職場環境改善という点ではいいと思います。ただやはり地

場、中小の支援という視点もないと、職場環境の問題と経済的な支援につながって

いかないので、これが商工部だろうと思いますが、そういったところも入ってしっ

かり次期プランに繋げていくような視点も、大切ではないかと思います。 

【委員】 

少子化を少しでも食い止めるための非常に具体的な施策が必要じゃないかという

ご提案をいただきました。私はこどもを持たない理由に経済的な理由、あるいは忙
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しさとかそういうのが一番大きいかも今はしれませんが、同時に、ある調査による

と、こどもが欲しいという人の割合が減っているんですよね。結局は経済的な理由

というのは欲しいけど難しい。その一番根本のこどもが欲しい、こどもを持ちたい

思いを持つ人の割合が減っています。学生たちに聞いても何人かはもう「こどもい

らない」、なぜかときくと「面倒」。このあたりももっと根本的な問題としてみん

なで考えていかなければいけないと思っています。 

それでこれから大綱も出ましたら、県はそれに沿っていろんな施策をやっていか

なきゃいけない。国が言っているのをやるだけじゃなくて、福岡独自の福岡県はこ

ういう施策を、よそにないとても効果的なものをやっていけたら楽しくなる。その

辺も是非、これから皆さんの知恵もどんどん出していただけたらと思います。今日

はいろんな御意見を出していただいてありがとうございました。では、ここから先

は事務局の方にお返しします。 

 

【事務局】 

ありがとうございました。それでは以上をもちまして、本日の会議を終了いたし

ます。 


